
千葉市告示第３８１号 

 

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２

３号）第５１条の２５第４項により、次のとおり指定特定相談支援事業者から指定計画相

談支援の事業の廃止の届出があったので、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律第５１条の３０第２項第２号の規定により告示します。 

 

 

  令和５年４月２８日 

 

千葉市長 神 谷 俊 一 

 

 

事業所の名称及び所在地 

事業者の名称、主た

る事務所の所在地及

び代表者の氏名 

廃止年月日 事業所番号 指定の種類 

エターナルケアおゆみ野

ステーション 

千葉県千葉市緑区おゆみ

野中央６－４８－４ 

株式会社エターナル

キャスト 

東京都中央区築地五

丁目４番１８号 

汐留イーストサイド

ビル７階 

小林 大祐 

令和５年 5 月 31 日 1230100446 特定相談支援 

 

 


